
個人の住宅や物置・車庫などをご自分で解体し、
その廃材などをごみ処理センターへ搬入する場合は、

解体前に届出が必要です。

届出をせずに解体を行い、ごみ処理センターへ

廃材などを持ち込んでも受入できませんので、

忘れずに届出をしてください。

なお、解体を業者に依頼した場合は産業廃棄物に

なりますので、ごみ処理センターでは受入できません。

【届出に必要な事項】

○ 届出者の住所・氏名・電話番号

○ 解体する建物の種類・所有者・所在地・解体期間

○ ごみ処理センターに搬入する日時・搬入量

〇 搬入車両（車種・ナンバー）

※ 届出時に解体期間、ごみ処理センターに搬入する

日時や車が決まっていない場合は、解体前に届出をした後、

決まり次第日程や車両を連絡してください。
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